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　本計画は、平成 30 年（2018）４月から実施するものとする。短期的には半期ごとに実施する大阪狭山市
狭山池総合学術調査委員会にて経過報告を行う。また、史跡狭山池の保存・活用に関連して、大規模な災
害、法の変更等があり本計画の継続的な実施が見込めない状況が生じた場合は、適宜計画を見直すものと
し、長期的な目標としては 10 年後をめどに計画を見直し、継続可能な保存活用計画とする。

①　今後策定されるであろう「第 5 次大阪狭山市総合計画」の中で、史跡狭山池とその周辺の活用について、
　　まちづくりの観点からの提案ができるように、各種の事業を通して検討する。
②　「第４次総合計画」「みどりの基本計画」「都市計画マスタープラン」の中で提案されている「水と緑のネッ
　　トワークの形成」に向けた狭山池周辺の整備事業について、史跡狭山池の保存活用計画と整合するよう
　　に調整を進める。
③　史跡狭山池内で行われる、本質的価値に影響を与える事業については、事業実施機関と調整を図り、
　　狭山池の持つ価値が減じることがないようにするとともに、史跡狭山池にとってより望ましい状態を創出
　　できるように務める。
④　史跡狭山池の価値に影響を与える周辺環境については、史跡狭山池にとってより望ましい状況が創出できる
　　ように、協力を求めるとともに、関係機関と調整を図り、周辺環境を含めた景観形成に向けた協議を始める。
⑤　史跡狭山池と関係のある文化財の調査を進め、追加指定も視野に入れ協議を進める。

　史跡狭山池の保存においては、文化財保護法に基づき、現状変更の取り扱いが適正に行われ、史跡がそ
の本質的価値を毀損しない状況にあることが基本となる。そのために、本質的価値を構成する要素の保存が、
本計画に基づいて取り扱われているかを、定期的に点検、確認を行うことが求められる。また、整備・活用
については、実施した事業の効果を適切に評価し、その内容や効果を検証するため、事業年度を基本とし
て点検・確認と評価を行う必要がある。

　そのため、次頁の項目について、定期的に経過を観察し、今後開催する委員会の中で報告、点検・評価を
実施することにより計画実施における課題を整理し、保存活用計画の見直しにつなげていく。
　次頁の項目以外にも、必要があれば、適宜項目を調整していくこととする。

経過観察のサイクル

第１節　計画実施の方針

第２節　経過観察の方針
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経過観察の方法


